
37

６ 計画の実現に向けて

6.1　計画実現に向けての展開

⑴計画のフォローアップ

　土砂災害対策における渓流や斜面の状況は、気象状況などによりリアルタイムで変

化していくため、定期点検、巡視や住民からの通報を速やかに計画に反映できるよう、

きめ細やかなフォローアップを展開していきます。

⑵計画の見直し

　土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定が概ね５年毎に見

直されることを踏まえ、保全対象の土地利用状況が変化することを鑑み、本計画も概

ね５年毎に見直しを行います。
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図 34 PDCAサイクル

(2) 計画の見直し

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定が概ね５年毎に見直さ

れることを踏まえ、保全対象の土地利用状況が変化することを鑑み、本計画も概ね５年毎

に見直しを行います。

図34　PDCAサイクル
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6.2 取組による目標と成果

　本計画における土砂災害対策の目的を達成するための指標と得られる整備効果を以

下のとおり設定します。

⑴取組指標　

　目的の達成に向け、具体的な取組の進捗状況を明確に把握するための指標は以下の

とおり設定します。

⑵成果指標

取組指標が達成されることにより、県民が効果を実感しやすい指標は以下のとおり

設定します。
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目的の達成に向け、具体的な取組の進捗状況を明確に把握するための指標は以下のとお

り設定します。

表 11 取組指標

取組指標 現状 目標

土砂災害対策推進計画に基づく重点要対策箇所の整備率 2%（R元年度末） 100%（R11年度末）

土砂災害警戒区域等の見直し
2巡目 3８%（R元年度末）
3巡目 0%（R 2年度末）

100%（R3年度末）
100%（R8年度末）

土砂災害に係る要配慮者利用施設の避難確保計画策定の進捗率 62%（R元年度末） 100%（R3年度末）

(2) 成果指標

取組指標が達成されることにより、県民が効果を実感しやすい指標は以下のとおり設定

します。

表 12 成果指標

成果指標 現状 目標

土砂災害リスクが軽減される人家戸数 約18,000戸（R元年度末） 約21,600戸（R11年度末）

土砂災害リスクが軽減される要配慮者利用施設数 71施設（R元年度末） 116施設（R6年度末）

土砂災害リスクが軽減される避難所数 71施設（R元年度末） 135施設（R6年度末）

図 35 土砂災害対策のイメージ

災害時に重要な施設
（防災拠点等）の保全
→迅速な復旧の実現

イエローゾーン内の保全
→住民の命・暮らしを守る

緊急輸送道路の寸断防止
→迅速な復旧の実現

レッドゾーン内の人家の保全
→住民の命・暮らしを守る

要配慮者利用施設の保全
→避難が難しい住民への対処

避難所の保全
→災害時に安心して避難でき
る場所を確保
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6.3 計画の実現に向けた新たな視点

⑴２０５０年に向けた「５つのゼロ宣言」と ｢群馬・気象災害非常事態宣言 ｣　

　２０５０年に向けた ｢ぐんま５つのゼロ宣言｣ における自然災害による死者 ｢ゼロ｣、 

｢群馬・気象災害非常事態宣言｣ を踏まえ、気象災害の新たな脅威にしっかりと対応で

きる 「災害レジリエンス No.1｣ の実現に向け、ソフト・ハードが一体となった土砂災

害対策をこれまで以上に一層加速させます。

図36　２０５０年に向けた「５つのゼロ宣言」（左）

　　　｢群馬・気象災害非常事態宣言｣（右）
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⑵ぐんま SDGs イニシアティブ　～ SDGs 先進県に向けた決意宣言～

　持続可能なまちづくりの実現に向け、ソフト・ハードが一体となった土砂災害対策

を実施することで“安全・安心に住み続けられるまちづくり”や“災害に強いまちづ

くり”を住民や市町村と連携しながら、ＳＤＧ s の達成に向けて貢献していきます。

　ＳＤＧ s の達成に向けては、以下の２ゴールの達成に貢献します。

ぐんまSDGsイニシアティブ～ＳＤＧｓ先進県に向けた決意宣言～

群⾺県は、⼈⼝減少・超⾼齢化など社会的課題の解決と持続可能な地域づくりに
向けて、官⺠連携を進め、ＳＤＧｓを推進します。

①「誰⼀⼈取り残さない」というＳＤＧｓの理念のもと、⼥性、⾼齢者、障害者、外国⼈など、年齢、
障害の有無や国籍などを問わず、誰もが居場所と役割を持ち活躍できる持続可能な地域社会の
実現を⽬指します。

②県⺠をはじめ、市町村、企業、⼤学及びＮＰＯなどとのパートナーシップにより、県全体で持続可能
な社会の実現に向けて取り組みます。

【具体的な取組】
・次期総合計画の策定にあたっては、ＳＤＧｓの
理念を反映させるとともに、ＳＤＧｓの１７の
ゴールに各部局の主な事業を位置づけます。

・県として、ＳＤＧｓの達成に向けた優れた取組を
提案し、内閣府が公募する２０２０年度の
「ＳＤＧｓ未来都市」・「⾃治体ＳＤＧｓモデル
事業」への選定を⽬指します。

・県全体でＳＤＧｓの推進に取り組むため、市町村
及び中⼩企業を対象としたセミナーを開催します。
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(2)ぐんま SDGsイニシアティブ ～SDGs 先進県に向けた決意宣言～
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図 37 ぐんまＳＤＧｓイニシアティブ

ＳＤＧs の達成に向けては、以下の２ゴールの達成に貢献します。

【関連ターゲット】
11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災
害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さ（レジリンス）を目
指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組
2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

【関連ターゲット】
13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性（レジリエンス）及び適応の能力を強
化する。

図37　ぐんまＳＤＧｓイニシアティブ




